
国土交通省政策評価会（第２０回） 

平成２１年７月９日 

 

 

【増田企画専門官】  それでは、先生方おそろいのようですので、ただいまから第２０

回国土交通省政策評価会を開催させていただきます。 

 本日はご多忙のところ、先生方にはご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

 なお、石田委員、工藤委員及び松田委員につきましては、本日ご欠席とのご連絡をいた

だいております。 

 前回開催いたしました第１９回評価会から担当者の異動がございましたので、お知らせ

いたします。杉山政策評価企画官が着任いたしました。なお、本日は出張のため欠席させ

ていただいております。 

 それでは、小島政策統括官からあいさつを申し上げます。 

【小島政策統括官】  それでは、第２０回の政策評価会開催に当たりまして、一言ごあ

いさつを申し上げます。 

 金本座長はじめ、委員の皆様方におかれましては、平素より国土交通行政に対して多大

なるご支援・ご協力を賜り、まことにありがとうございます。また、本日はご多忙のとこ

ろご出席を賜り、重ねてお礼申し上げます。 

 本日は本年度の第１回目の評価会ということでございますので、昨年度の政策チェック

アップや政策レビューの結果について報告させていただき、ご意見をちょうだいしたいと

存じます。 

 今回ご報告します昨年度の政策チェックアップにつきましては、開始以来７回目となり

ます。同チェックアップは国土交通省の主要な行政目的に係る政策を対象に行っておりま

すが、その中でも重要な部分を占めているのが社会資本整備重点計画で定められた重点目

標に係る指標でございます。昨年度から新しい社会資本整備重点計画がスタートしている

ため、今回の政策チェックアップは新しい計画の指標を含めた最初の事後評価となります。

実は明日、社会資本整備審議会・交通政策審議会の計画部会が開催され、その中で重点計

画の１年目のフォローアップ結果を報告することになっております。そこで、平成２０年

から２４年度の重点計画のフォローアップ結果につきまして、まず簡単にご報告を行い、

その後、全体の政策チェックアップの結果について説明させていただきます。 
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 ２つ目の議題であります政策レビューにつきましては、昨年度の結果の概要、及び先ご

ろ省内で議論し内定いたしました今年度から２５年度までの５年間の政策レビューのテー

マの案について報告させていただきます。それに加えまして、２２年度、来年度取りまと

め予定のテーマでございました住宅・建築物の耐震化の促進につきまして、当該テーマの

一部が今年度取りまとめの平成２０年度の政策評価の重要対象分野とされておりますこと

から、中間報告的にこの９月に取りまとめる必要が生じてまいりましたので、その進捗状

況について住宅局より報告させていただきます。 

 また、前回の評価会においてご相談させていただきました、政策評価基本計画等の変更

に伴い、政策評価実施要領等を作成いたしました。マニュアルの作成によって、評価書作

成者を支援するのが目的でございます。これらを活用することによりまして、政策チェッ

クアップの評価書の作成に当たっては、従来にも増して各局に対して指導・助言を試みた

ところでございます。これにより、例えば指標の定義の説明や事務事業の実施状況につい

て、より具体的な説明となるよう努めるとともに、施策目標ごとに必要性・有効性・効率

性等を提出させた部分についても、ある程度論議と具体性を持って記述されるようになっ

たのではないかと考えております。 

 国土交通省の政策評価につきましては、今後とも着実に制度や運用に工夫を重ねていか

なくてはならないと考えておりますが、そろそろ政策評価制度も開始以来１０年目の区切

りが近づいてきております。ちょうど来年度の２２年度から２３年度にかけての政策レビ

ューのテーマの中に行政行動の改革というテーマがございます。この取りまとめ担当は総

合政策局政策課と政策評価官室でございますので、この中で政策評価制度のレビューの実

施も考えたいと思っております。これらの取り組みに対するご助言など、今後とも委員の

皆様方にご意見を賜りながら、我々といたしましても政策評価の活用を通じた政策マネジ

メントの改善にさらに努力をしてまいります。 

 最後に、引き続き委員各位のご指導・ご鞭撻を賜りますとともに、本日の評価会におき

ましても忌憚のないご意見をいただきますようお願い申し上げ、私のあいさつとさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

【増田企画専門官】  それでは、議事に入ります前に資料の確認をさせていただきます。 

 まず、お手元、いろいろございますが、議事次第がございます。 

 続きまして、資料一覧がございます。 

 続きまして、名簿、座席表等がございまして、資料１－１ということで、Ａ３の４枚紙

 - 2 -



表がございます。 

 続いて、資料１－２ということで、「評価結果の分析について」、政策チェックアップと

いうことでＡ３の紙が１枚ございます。 

 続きまして、資料１－３ということで、分厚くて恐縮でございますが、「２０年度政策チ

ェックアップ結果評価書」がございます。 

 続きまして、資料２－１－１といたしまして、「平成２０年度政策レビューの結果の概要

について」という表紙で、以降、２－１－２として「総合評価方式の総点検」、２ページめ

くっていただきまして「まちづくりに関する総合的な支援措置」、２ページめくっていただ

いて「小笠原諸島振興開発のあり方」、さらに２ページ後に「次世代航空保安システムの構

築」という形になってございます。 

 次に、１枚紙で資料２－２でございますが、「今後の政策レビューのテーマ（案）につい

て」というのがございまして、その後、資料２－３－１で「「政策評価の重点対象分野」へ

の対応について」というパワーポイント、続いて、資料２－３－２ということで「政策レ

ビュー（中間取りまとめ）「住宅・建築物の耐震化の促進」実施方針」というパワーポイン

トがございまして、最後、資料３ということで、「政策評価のスケジュール（案）」という

のが１枚ございます。 

 その後に「社会資本整備重点計画のフォローアップについて」という委員限りの資料が

ございます。 

 さらにでございますが、お手元に冊子が２つございまして、黄色い冊子、平成１９年か

ら平成２０年度実施の「政策レビュー評価書」というものと、白い冊子でございますが、

「国土交通省政策評価基礎資料集」というのがございます。何か抜けております資料があ

りますれば、恐縮ですが、挙手にてお知らせいただきたいと存じます。よろしいでしょう

か。 

 なお、本日、マイクがボタン式になっておりまして、お手元の大きなボタンといいます

か、人の顔がかいてあるボタンを押してご発言をお願いしたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは、議事に入らせていただきます。今後の議事進行は金本座長にお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

【金本座長】  それでは、早速でございますが、議題１から始めさせていただきます。

チェックアップについてのご説明を事務局のほうからお願いをいたします。 
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【増田企画専門官】  それでは、まず最初に、資料１－１というＡ３の４枚紙をごらん

いただきたいと思います。「平成２０年度政策チェックアップ結果一覧表」ということにな

ります。チェックアップに関するご報告の際には毎回作成しているこの表でございますが、

いわゆる国土交通省の１３政策目標、４６施策目標、そして２３６の業績指標の３層のピ

ラミッドの政策体系について説明しているものでございます。 

 １３の政策目標、４６の施策目標については予算の項とつながっておりまして変更ござ

いませんが、後ほどご説明いたしますが、業績指標についてはプラス・マイナスございま

して、結果として若干プラスになって２３６指標となってございます。この表の業績指標

の太字で書かれておりますのが、そのプラスの主な内容になります。社会資本整備重点計

画に位置づけられた指標でございまして、全部で５５指標ございます。太字の部分でござ

います。 

 社会資本整備重点計画につきましては、２０年度から２４年度を期間とする新しい計画

に切りかわりました。このため、この太字の部分、重点計画の指標でもあり、この業績指

標も兼ねている部分につきましては、従来の３４指標から５５指標に増えております。１

つの指標が２つの指標を含むものもありますので、細かい分類でいきますと６３という形

になります。 

 ちょうど重点計画の話となりましたので、先ほど資料のご紹介のときに一番最後、おし

りに「委員限り」という資料がございましたが、こちらを取り出していただきたいと思い

ます。一番最後です。右肩に「委員限り」と書いてあるものが一番最後についております。

よろしいでしょうか。「社会資本整備重点計画（平成２０～２４年度）のフォローアップに

ついて」と題する資料でございます。この重点計画のフォローアップについては、先ほど

話がありましたが、明日、開催されます社会資本整備審議会・交通政策審議会の計画部会

で報告することになっておりますので、一応「委員限り」とさせていただいております。 

 表紙を見ていただきますと、Ａ評価、つまり、「指標の実績値が目標達成に向けた成果を

示している」というのが７１.４％、「示していない」というＢ評価が１２.７％、「判断で

きない」というＣ評価が１５.９％となっております。昨年度、同じように紹介させていた

だきました１９年度のフォローアップ結果というのが、Ａが６７.５％、Ｂが３０％、Ｃが

２.５％でしたので、現在の段階では、重点計画の１年目ということなので、Ｂ評価がこれ

ぐらい少ないのかなと考えております。 

 １枚めくっていただきますと、これは重点計画の重点目標から見た分類表になっており
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まして、左から初期値、実績値・その評価、目標値と記載しておりまして、右端にチェッ

クアップの施策目標と業績指標番号が来るような表になってございます。 

 簡単でございますが、重点計画についての説明はこれぐらいにさせていただきまして、

資料１－１に戻っていただきます。既にもうご案内とは思いますけれども、資料１－１の

左端の小さな数字、「旧００１」などとありますけれども、これは前年度の政策体系上の業

績指標番号が記載されております。その右に順番に業績指標と、その初期値、２０年度実

績とその評価、前年度、つまり、１９年度の評価結果を参考に載せまして、目標値、それ

から重要政策のチェックをする５つの欄、そして、この後、分厚い資料になりますが、資

料１－３の評価書本体のページ数という順番に並んでございます。重要政策につきまして

は、上の欄に解説がございますが、施政方針演説、あるいは閣議決定に関連する場合はチ

ェックを入れるという形になります。この後、２０年度結果を簡単にご説明いたしますが、

その際は、この評価が前年度評価から変化したもの、あるいは３評価でもって終了させる

もの、あるいはＢ－２の評価になっているものなどを中心に説明させていただくつもりで

おります。 

 続きまして、資料１－２ということでＡ３の１枚紙がございます。こちらは「評価結果

の分析について」となってございますが、１番目、「平成１８年～２０年度の評価結果の対

比表」となってございます。１８年度からの変化を見ますと、右から左へ流すことになり

ますが、Ａ評価につきましては６４.２％が６６.２％、６８.６％で少しずつ増えておりま

す。Ｂ評価は２２.５％が１８％、そして１２.９％と減っています。Ｃ評価も増えつつあ

るという形になります。 

 同じ表の真ん中の１９年度評価の一番下の欄と、その下の四角との間、網かけをした部

分でございますが、ここの見方といたしましては、昨年度の合計２６６個の指標は３評価

とか、あるいは自主的判断という形で廃止してもらった指標などを合わせて３８個廃止し

たとということです。マイナス３８ですが、しかし、新規で追加された指標が５９ありま

したので、２０年度は２８７指標になりましたよということを示しております。重点指標

だけでも２０強増えておりますので、ちょうどその分増加しているという形になります。

若干仕方がない面もあるんですけれども、さらに抑制を図らなければいけないなと考えて

おります。言いわけめいてしまいますけれども、予算と政策評価の連携の関係で指標を持

っている原課としては、予算の説明の都合上、何とか指標を保持したいというニーズがあ

るのですが、なかなかやめさせるインセンティブがないので、少し長い目で検討したいと
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思っております。 

 次に、２の欄でございます。「平成１９年度評価の翌年度評価における変化」でございま

す。お送りさせていただきました資料、ここを間違えて「平成２０年度評価」となってお

りましたけれども、表題だけ訂正させていただきます。表のほうは訂正はございません。

見ていただきますと、表の上の段といいますか、横軸といいますか、そこが１９年度の結

果でございまして、例えば表の左上のほうを見ていきますと、１９年度にＡ－１だったう

ち、２５指標は２０年度もＡ－１評価だったという具合に見ていきます。Ａ－２だったう

ち、９８指標がそのままＡ－２になったという感じで、基本的には１９年度と同様の評価

になっている例が多いということがわかります。また、１９年度にＢ－２だった場合、そ

の次の年はどうなったかと縦軸を見ていきますと、一番多いのは、そのままＢ－２評価だ

ったという８個ですが、Ａ評価に転じたものも６個ということで半分ぐらい、かなりあり

ます。昨年度も半分ぐらいはＡ評価になりました。むしろＡ評価になったほうが多いぐら

いでしたので、Ｂ－２評価というのも、「Ｂなんだけど現在の施策を維持」というものにつ

いても、それなりに近々Ａになる勝算があってＢ－２評価をしたのではないかなと推測を

しております。 

 次に、３の欄の分野別の評価についても、おおまかな傾向は昨年度と変わっておりませ

ん。「安全」の部分がＡ評価の比率が高くて、２０年度も７５％に達しております。昨年度

との比較で若干異なりますのは、特に「安全」と「活力」の分野でＢの割合が減っていて、

Ｃの評価の割合が大きくなっております。１、２、３評価につきましても、昨年度と傾向

は同じでございます。「暮らし・環境」は１と２の評価が同じような割合でございますが、

「安全」、それから「活力」の分野は２の評価がかなり多くなっていると見ております。 

 また、昨年度、委員からＢ－３とか、Ａ－３とか、３は業績指標の廃止と施策の廃止が

あって見にくいというご指摘もありまして、「Ｂ－３」とか、そういう形はどうかというご

示唆もあったんですが、３については数が少ないということと、施策の廃止は少なくて指

標の廃止がほとんどでありますので、分類上の都合で、しばらくこのままでご容赦いただ

きたいと思っております。 

 続きまして、今年度のチェックアップにおいて取り組んだ事項等につきまして、評価書

に基づいて説明をさせていただきます。資料１－３がメーンとなります。ページにインデ

ックスをつけておりますが、これは４６の施策目標ごとにつけております。試しに１９５

ページをあけていただきますと、ちょっと不格好なんですけれども、施策目標１２の最初
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のページの間に挟まっております。少々不細工なんですけれども、両面印刷との兼ね合い

でページをあける際の１つの目安としてご活用いただきたいということでご容赦いただき

たいと思っております。 

 まず、工夫の１つでございますが、先ほどちょっと紹介いたしましたが、基本計画の改

定に伴いまして、国土交通省政策評価実施要領、ＲＩＡも同じようなものをつくっており

ますので、そういうものを定めました。お手元に冊子を配付しております。この基礎資料

集でございますが、これに通しのページを打ってなくて非常に申しわけないんですが、後

ろのほうですが、政策評価実施要領という形でピンクの紙で区画しておりますので、ちょ

っと探していただければと思います。こういった形で実施要領、マニュアルをつくってご

ざいます。この資料集には変更後の基本計画と、それから平成２１年度の事後評価実施計

画も入れております。ちょっと細かくなり過ぎて、ここには入れておりませんが、グラフ

についても統一的な作成ガイダンスというようなものをつくって、省内の担当職員に配っ

て支援しているところでございます。 

 そういったことで前回の評価会でご指摘があったグラフの不備、グラフがゼロから始ま

っていない、原点がゼロから始まっていないのがたくさんあるというご指摘については何

とか一掃したところでございます。 

 それでは、例示としまして、先ほどあけていただいた１９５ページを見ていただきます。

１９５ページ、「評価結果の概要」という形で、タイトルはそうなっておりますが、施策評

価目標ごとに「必要性」「有効性」「効率性」などを記載してもらうようにしております。

昨年度からこういう形でやっております。これはもともと当省のチェックアップとは関係

なく、総務省あるいは財務省へ政策評価調書という形で出ていた資料があるんですが、こ

れとこの政策チェックアップをある程度連携させていこうということで、また関係づけた

記述にしようということで、昨年からこういう位置に置いております。昨年は基本計画に

も位置づけないで、とりあえず書いてもらってという形で対応しておりまして、こちらと

してもノーチェックでした。その結果、昨年度の評価会では委員から変な作文がたくさん

あるということでおしかりもいただいたところでございますが、今年度におきましては、

先ほどの実施要領にも位置づけまして、当省としてもチェックをしているところでござい

ます。ただ、チェックといいましても、全部やるのはなかなか大変だということで、今年

につきましては特に悪文の多かった「有効性」、それから「効率性」について一定の論理性

と具体性を持って書いてくださいという形で春の省内の説明会以来、お願いしてきたとこ
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ろでございます。 

 なお、先ほどの実施要領のところ、１５ページあたりに、この施策目標についての書き

方が、非常に短いんですけれども、書いています。 

 具体的に、先ほど申し上げました「有効性」で求める論理性ということですが、当たり

前なんですが、どのような実績を上げたんですかということです。例えば業績指標のＡ、

Ｂ、Ｃ評価や、特に顕著な定量的実績などがあれば、それを挙げて、「このように目的の達

成に向けて実績を上げています。したがって、２０年度に実施した施策は目的に対して有

効と評価されます。」というコンテキストで書いてくださいということです。 

 本来は、施策目標に属する業績指標をとらまえまして、例えば各種の重みづけなどをし

て判断していくというのが筋かなと思うんですが、今年は何よりも、先ほど申し上げまし

た論理といいますか、パターンに乗せてくれと依頼しています。その論理で書けたら、ま

ずオーケーという形のフォーム固めに徹したというのが実態でございます。具体的に１９

５ページを見ていただきますと、「有効性」のところ、最後の３行の真ん中以降でございま

すが、これこれを進めた結果、各業績指標の実績値は目標値の達成に向けて着実に進捗し

ており、当該施策を達成するための各事務事業が有効であると評価できるという形になっ

ておりますが、こういう文脈になるように前半をつくっていってくださいという形でお願

いしているところでございます。 

 次に、「効率性」で求める論理性という話ですが、こちらはもっと当たり前の話でござい

ますが、費用と効果、特にその対比をテーマに書いてくださいということをお願いしてお

ります。１９５ページを見ますと、２行目で、例えば「相対的に費用を少なくすることが

でき、効率的である」という表現がございます。６行目の最後のほうに「効果が高い」と

いう表現がございますが、これを踏まえて最後に「効率的であると評価できる」と結んで

いくような論理といいますか、コンテキストで書いてくださいというお願いをしておりま

す。ただ、１９５ページのこの例で言いますと、「２０年度に行った施策がそうでした」と

いう２０年度の施策の評価という感じにちょっとなってないので、もう一歩というところ

でございますが、今回はまずそれについてはオーケーとしたところでございます。 

 この２点ということなんですが、「必要性」については今回はどう書いてあってもとりあ

えず見逃すという形になりますが、基本的には実施要領等におきましては、政策アセスメ

ントなどと同じようにロジカルフレームワーク、目標と現状を書いて、そのギャップをと

らまえて、それを政策課題として具体的な必要性を表現してもらうと、そういった論理を
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使って展開してくれという指導をしております。今年度はその部分はチェックはしないで、

来年度以降の課題にしたいと考えております。 

 今回は、こういう改善につきましても取りまとめ担当課を呼んで一緒に書き方を考える

というようなこともやってみました。なかなかいい作文になり切っていないというか、変

な作文がたくさんあるというところはまだあるんですけれども、徐々にこういうよりよい

説明といいますか、それにつなげまして、そもそも施策を検討する際に必要な視点として、

「必要性」以外にも「有効性」、それから「効率性」というところが必須なんだというあた

りを定着させていきたいと考えております。 

 次に、メーンとなる業績指標の公表につきましても、記述を充実させるために幾つか工

夫しております。具体的には昨年度の評価会で指摘がありましたが、分母・分子を明確に

記述するようにすると、あるいは数式でなるべくクリアに表現させてくださいという指示

をしております。残念ながら、すべての指標で実現したわけではないんですが、徐々にす

べてで書いていただくように、割合とか、率のものについては、そういった形にしていき

たいと思っております。 

 具体的には、例えば２１０ページをあけていただきますと、２１０ページは「業績指標

８０」ということですが、ここの「指標の定義」を見ていただきますと、①、②という形

で分母・分子の紹介をしていて、上の１行で分母・分子がわかるように書いてもらうとい

う形になっております。 

 それから、予算額、それから税制の減収見込額などについても、極力データとして記載

をしていただくようにいたしました。これも全部ができているわけではないんですが、そ

れに努めていきたいと思っております。 

 ただし、昨年度、委員からご示唆のありました、どれだけ人が張りついているんだろう、

人件費関係の記述とか、そういうことはできないかというご指摘があったんですが、これ

については少しレベルが高いかなと思っておりまして、もう少し省内の議論が必要かと考

えております。 

 また昨年度は、内閣官房の行政支出総点検会議などから無駄の撲滅についての取組みや、

政策の棚卸しなどについて、いろいろな指摘がございました。政策評価でそういった無駄

削減ができないかというような議論もございましたので、今回、「平成２１年度以降におけ

る新規の取組みと見直し事項」という欄を新設いたしました。２１１ページで言うと真ん

中あたり、一番最後の欄になります。ただ、見直しをして中止や廃止する事業も当然ある

 - 9 -



だろうということで欄をつくったんですが、なかなか書いてくれるところがないのが実情

です。役所の場合、どうしても予算立案時にスクラップ・アンド・ビルドというのが基本

ですので、現時点ではこれは無理かなという部分もございますので、今年度は、従来７月

に行っていた省議を８月末に移しまして、再度、この欄については記述を求ることも考え

たいと思っております。 

 これから各政策目標ごとに幾つかだけ説明をいたしますけれども、昨年度、この評価会

で委員から前年度との比較というのも一定の意味しかないのではないかと、全体の流れと

いうほうも重要ではないかというご指摘もございましたけれども、昨年度、２回目の評価

会でグラフの傾向について分類をさせていただきました。毎年あれをするのは大変でござ

いますので、今年度はちょっとご容赦いただきまして、３年あるいは５年といった節目で

あれば、またさせていただきたいと思っております。 

 それでは、最初から若干かいつまんで説明させていただきます。①のインデックスのと

ころでございますが、こちらは「施策目標１」ということで、「居住の安定確保と暮らしや

すい居住環境・良質な住宅ストックの形成を図る」というところでございますが、こちら

の指標は実は必ず「Ｃ－２」になっております。前年度もそうでありました。５年に一度

しか実績値のない住宅・土地統計調査のみに頼っているという目標の立て方がそういう形

に導いてしまうんですが、何か代替指標はないのか、補助指標的なものはないのかという

のは言っておりますが、なかなか難しいのかなということでこういう形になっております。 

 なお、確報値がいつ出るのかということについて求めたところ、指標の動向欄に記載が

ございますが、２２年度の春には同調査の確報値が出てくるということでございます。 

 インデックス②の「施策目標２」に入りますが、例えば「業績指標６」ですが、２１ペ

ージでございますが、ここなどを見ていただきますとわかりますが、初期値以外の実績値

が初めて２０年度に出てくるというケースがございます。こういう場合、Ｃ評価からＡ評

価に変わるというパターンが見られます。 

 それから、２３ページを見ていただきますと、「業績指標７」でございますが、このグラ

フを見ていただきますと、毎年度実績が伸びていますけれども、昨年度はトレンドとして

は十分でないです。ただ、一層の取り組みの必要性を認識して、いろいろ制度・基準の見

直しに着手していますということだったので「Ａ－２」としておったんですけれども、２

０年度はさらに実績値がこうべを垂れてしまったということで、これについては「Ｂ」と

しました。ただし、これにつきましては２００年住宅の長期優良住宅法の施行など、数多
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くの住宅性能表示、あるいは住宅性能向上に資する施策が新設されておりますので、「１」

としているところでございます。 

 次に、「施策目標３」ですが、２９ページをあけていただきますと、「「業績指標９」とい

う形になります。ここですと、グラフは次のページにありますけれども、一応グラフは右

肩上がりでございますが、この指標の②の「段差解消をした旅客施設の割合」のところを

見ていただきたいんですが、これは昨年は「Ａ評価」でした。グラフもやっぱり右肩上が

りなんですが、トレンドとしては十分でないということがございます。それから、ここま

で整備水準が上がってきますと、目標は１００％としておりますので、１００％の達成を

まじめに考えますと、整備困難駅というものの存在が浮かび上がってまいりました。つま

り、大規模な改良を相当しないと無理という場合があることが浮かび上がってまいりまし

て、次からは対策、事業者との連携という形になると思うんですが、こういった課題をク

ローズアップしていくということになりました。ということで、これに取り組む、強化し

ていくということで昨年度は「Ａ評価」だったんですが、今回から「Ｂ－１評価」に変更

しております。 

 次に、「業績指標１０」でございますが、３５ページでございます。この①と③、低床バ

ス車両と福祉タクシー、これは「Ｂ－２」となっております。３６ページをあけていただ

いてトレンドを見ても、やや目標達成は難しいかなというところでございまして「Ｂ」で

ございまして、これは妥当かなと思っております。低床バスと福祉タクシーのバリアフリ

ー化につきましては、１８年度のバリアフリー新法以降、いろいろ総合的なバリアフリー

化を推進しておりまして、１９年度の７月には車両等のガイドラインについても策定・公

表したというところでございます。そういうことで、すぐに次々に新規施策というわけに

まいりませんので、「Ｂ－２」という形になっております。 

 ３８ページに移りまして、「業績指標１１」の「バリアフリー化された鉄軌道車両」とご

ざいますが、これは複数の実績値が出てきたことによりましてトレンドが把握できまして、

先ほどと同じですが、「Ｃ評価」から「Ａ評価」となりました。 

 ②の「旅客船」は、昨年に引き続き「Ｂ－２」でございますが、原油高騰の影響や、景

気の低迷、こういうのがございまして、なかなか主要船舶の新造、代替建造というのも難

しいということで、若干いろいろやっておるんですが、「１」とするほどの新規性はないの

かなということで「Ｂ－２」としたところでございます。 

 ４２ページでございますが、続きまして「業績指標１２」でございますが、交通アドバ
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イザー会議に関する指標でございます。１年目から目標値の３倍の実績を上げてしまった

ということでございます。さらに、ほかの会議で主な役割を代替することができるという

ことで、この会議自体を廃止するということでございますので、「Ａ－３」評価という形に

なります。右側のページの２１年度以降における見直し事項のところにも、「アドバイザー

会議廃止」ということを書かせていただいております。 

 ５７ページに飛んでいただきまして、「業績指標１９」、ＩＣカードが導入されたバスの

台数です。ＰＡＳＭＯなどの流通で、ここ数年でトレンドが一気に上昇して順調という形

になりましたが、これについても補助金制度が他の制度に統合されるということもありま

すので、この指標による実績把握は必要ないということで廃止しているところでございま

す。 

 次は、「施策目標４」でございますけれども、去年とほとんど同じ指標でございます。た

だ、「Ｂ－２」がございます。６７ページの「業績指標２３」、「湿地・干潟の再生の割合」

です。後で河川で全く同じものが出てきますが、ここは港湾の自然再生事業でございます。

この事業自体が複数年をかけてじっくりと行う事業であるということでございまして、今

のところ「Ｂ－２」は致し方がないのかなということです。 

 「施策目標５」の７７ページでございますが、無電柱化の指標がございます。これは昨

年度は重点計画の指標であったんですが、重点計画からは落ちたということでございます。

１９年度が重点計画でしたので目標年次でございまして、１９年度の実績は目標値を達成

できなかったということで、昨年は「Ｂ評価」でした。次期無電柱化計画は間もなく策定

予定で、まだできてないということで、とりあえず２０年度を目標年度として目標値を設

定し直しておりまして、今年度はそれが達成できたということで、「Ａ評価」になったとい

うようなものでございます。 

 「施策目標６」に飛ばさせていただきまして８４ページでございますが、例えばこれは

渇水影響度を書いてございます。「指標２９」でございます。昨年度は「Ｃ評価」でござい

ましたけれども、今回は「Ｂ評価」にしました。これは指標が平成１９年から２３年度の

平均値であらわされるということでございますので、半分近くの１９年度と２０年度の実

績値が出ているということで、それはかなり悪いということでございますので、「Ｂ」とい

うことに変えてもらったということになります。 

 「指標７」につきましては、すべての指標は昨年度と同じで、しかも順調ということで

飛ばします。 
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 「指標８」でございますが、まず、「Ｂ－１」評価が「Ａ－１」になったのが３つぐらい

ございます。時間もないので、これは飛ばさせていただきます。 

 次に「施策目標９」でございますが、これもほとんど昨年と同じでございますが、試し

に１４０ページをあけていただきますと……、すみません、１４０ページの前のページに

なるんですが、「業績指標５１」あるいは「５０」というところが新しく「Ａ」になってご

ざいます。今あけていただいております１４０ページの環境ポータルサイトへのアクセス

件数でございますが、これは昨年に引き続いておりますけれども、これは環境ポータルサ

イトにアクセスするということで、どちらかというと、指標の立て方、内容に問題がある

ような指標だなと思っておるんですが、なかなか原課の理解が得られず、やめられないな

というところがございます。 

 もう一つ例を挙げますと、１５３ページでございますが、これも「Ｂ－２」のものでご

ざいます。１５３ページの「業績指標５７」の①でございますが、「トラックから鉄道コン

テナ輸送にシフトすることで増加する鉄道コンテナ輸送量」ということで、グラフは左下

にありますけれども、これまで順調だったんですが、一転、急激に実績値が減少いたしま

した。こういう指標は結構ありますけれども、２０年度後半の世界同時不況の影響が理由

になります。ただ、既に整備がいろいろ進んでおりまして、例えば北九州、福岡の鉄道貨

物輸送力増強事業など、効果が今後あらわれてくるということで、現状施策維持の「Ｂ－

２」という形にしております。 

 若干急ぎまして、次は安全の分野ということでございます。１０のインデックスでござ

います。「施策目標１０」です。ページでいいますと、ちょっと飛びまして１６８ページで

ございますが、ここもホームページでへのアクセス件数です。「業績指標６３」でございま

すが、防災地理情報ホームページへのアクセス件数ということでございました。昨年は「Ｃ

評価」でございましたが、今年は実績値でさらにいい値が出ましたということで、慎重に

審議しておったんですが、これについては「Ａ評価」としております。同じホームページ

へのアクセス件数でも、こういう指標もございます。 

 次に、「施策目標１１」のシリーズですけれども、１９年度は、ここはすべて１８年度に

引き続き「Ａ評価」でございましたが、２０年度は新たに追加しました指標の多くがデー

タ不足で「Ｃ評価」になってしまっております。「業績指標」でいいますと６７、ページで

いいますと１７８ページを見ていただきますと、この①、「下水道による都市浸水対策達成

率」という指標でございますが、これについても例えば指標の定義を見直して目標を再設
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定した関係で、データ不足ということで「Ｃ評価」になっております。来年には、この辺

は評価できるかなと思っております。 

 次に、「施策目標１２」シリーズになりますけれども、これも一昨年といいますか、１９

年度は「Ａ評価」がほとんどで順調でした。２０年度は、これは１２もの新規の指標を導

入しまして、継続は３でしたので、合わせて１５指標になったところでございます。１９

６ページをあけていただきますと、「洪水による氾濫から守られる区域の割合」、「業績指標

７４」でございます。これは毎年度順調に伸びてきたけれども、１９年度は最終年度にお

いて、わずかに目標値に達しなかったので「Ｂ評価」になっておりました。２０年度は新

しい目標年度設定になりましたので、順調に伸びているので「Ａ」という形に戻ったとい

う形になります。 

 新規指標で「Ｂ－２」となったものが、この中に２つございます。２０３ページの「業

績指標７７」というのがございます。これが「土砂災害から保全される人命保全上重要な

施設数」ということでございまして、次ページのグラフを見ていただきますと、実績値は

右肩上がりなんですけれども、トレンドとしてはなかなか難しいということで「Ｂ」とし

ております。ただ、都道府県に取り組みの重点化等を周知していきますということで、そ

れでしばらく様子を見るということで、「２」ではありますけれども、進捗に向けての取り

組みはしているということでございます。 

 ２１０ページに移りまして、これはもう一つの「Ｂ－２」でございますが、「ハザードマ

ップを作成・公表し、防災訓練等を実施した市町村の割合」ということで、同じようなも

のが４種類ぐらいあるんですが、そのうちの１つの洪水についての指標でございます。「業

績指標８０」でございます。これも一応右肩上がりの実績値ではありますけれども、目標

値にほど遠い状態ということでございます。これで「Ｂ」ということなんですが、ただ、

担当によりますと、ハザードマップの補助支援制度が２１年度までであるということで、

期限切れになる前に飛び込みがあるということで、２１年度は大分伸びるはずだというこ

とでございます。ということで、「２」にしております。「指標の動向」の欄にも同じよう

な記載がございます。 

 「施策目標１３」については、新規指標が４つもありますけれども、ここについては省

略させていただきます。 

 次に、「施策目標１４」でございますけれども、２５１ページの「業績指標９７」を見て

いただきますと、「地下鉄道の火災対策基準を満たす地下駅の割合」ということでございま
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して、これは目標年度であります２０年度に目標値の１００％を達成いたしましたので、

事業も完了、指標も廃止という形で「Ａ－３」となってございます。 

 前年度「Ｂ評価」だった２６３ページの「業績指標１０３」につきましては、「商船の海

難船舶隻数」の指標なんですが、１９年度に悪化した指標が２０年度はこれまでになく改

善しているということで、「Ａ評価」に復帰しています。 

 あとの、施策目標１５、１６、１７、１８あたりは少し省略させていただきまして、「施

策目標１９」に移らせていただきます。「船舶の安全と海上の治安を確保する」ということ

で、ページでいきますと３０２ページでございますが、「業績指標１１６」でございます。

「海難の再発防止へ向けた勧告・提言の件数」についてという形でございますが、これに

つきましては、端的に申し上げますと、組織の改変がございまして、これを管理しており

ました海難審判庁が海難審判所と運輸安全委員会に再編されたということです。指標の管

理をするところがなくなりましたので、これについては成績としては順調であったんです

けれども、廃止という形にさせていただいております。 

 次に「活力」の分野でございますが、「施策目標２０」の欄になります。３３６ページに

なります。これはご紹介するにはあまりよくない指標なんですが、「業績指標１３０」「船

舶航行のボトルネック解消率」です。これについては実質的なボトルネック解消率は昨年

度から９４％を超えているという説明がございまして、今回、目標の９５％近いものを達

成したという形で終わったんですが、平成１８年度までの指標が実質的なボトルネック解

消率に変わっておりませんで、その意味ではほんとうは修正が必要なのでございますが、

「３」で廃止してしまうという形でございますので、まず、このままにしております。実

際にはちょっと注釈くらいはすべきであったかなと反省しているところでございます。 

 次に、時間もございませんので、新規指標の１２８にちょっと触れさせていただきます

と、これは「Ｂ－２」となったものでございますが、「業績指標１２８」、「港湾関連手続の

シングルウィンドウ電子化率」でございます。実績率が０％ですので「Ａ評価」にしたい

というような話もあったんですが、「Ｂ評価」といたしました。２１年１０月に統一モデル

様式というものが入ってくるということで、港湾管理者がすべて電子申請に切りかえると

の確認をしているので見込みは非常に明るいんだということですので、「Ｂ－２」という形

にしております。 

 また、指標を飛ばさせていただきまして、「施策目標２３」をあけていただきます。３９

１ページをあけていただきます。これは「三大都市圏環状道路整備率」ということでござ
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います。これは前年度の目標年度における「Ｂ評価」から「Ａ評価」に戻しております。

これについても、前年度、重点指標でございましたので、その目標値に達しなかったとい

うことなんですが、今回新たに目標値を設定し直しまして、右肩上がりということで「Ａ

評価」に戻しております。グラフだと若干わかりにくいんですけれども、１％弱ぐらいの

レベルで増加になってございます。 

 あと、若干省略させていただきまして、「施策目標２９」、４５１ページに行かせていた

だきます。４５１ページの「業績指標１７２」でございますが、これも先ほどの世界同時

不況の関係で落ち込んでいるけれども、既に行っている輸送力増強事業等の効果はこの後

発現するので、まず「Ｂ－２」でいいというものでございます。 

 それから、４６０ページでございますが、「都市鉄道の混雑率」でございます。これも「Ｂ

－２」でございますが、実績値が１７１％、横ばいでございますけれども、講じた施策と

しては、都市鉄道の新線整備による輸送力増強、それから少子・高齢化に伴う通学客が今

後減少するということで輸送需要も頭打ちになるということも予測しているので、「Ｂ－

２」のままとしてございます。 

 次に、また飛んでいただきまして、「施策目標３２」、ページでいいますと４８６ページ

を見ていただきます。４８６ページは「ＥＴＣ利用率」ということで、業績指標番号でい

いますと１８５でございます。これもまた、昨年までは２０年度春が目標年度だったんで

すが、８割に設定した目標値に達しなかったので「Ｂ」でした。今回、２４年度を目標年

度として設定し直した関係で「Ａ評価」となっております。 

 さらに、若干飛ばさせていただきまして、横断的な指標でございますけれども、「政策目

標１０」で「施策目標３９」ということで、このあたりからは非常に「Ｃ評価」が多いと

いう状態が前年度から続いているということでございます。５５５ページをあけていただ

きますと、「業績指標２１１」でございます。この②、「位置参照情報ダウンロードサービ

ス」というのがございますけれども、これは目標値が前年度の現状維持、または増加とい

うことでございますが、実績値は維持しているので「Ａ評価」といたしました。しかし、

この指標については、予算の分類の関係でほかの項に移ったということで、「施策目標４１」

の分類されてしまいましたので、この際、「業績指標」を廃止しましょうという形で「Ａ－

３」となってございます。 

 若干、時間も押しておりますので、紹介はこれぐらいにとどめたいと思います。 

 以上でございます。 
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【金本座長】  どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問とかご意見ございましたら、お願い

をいたします。 

【山本委員】  きのう資料を送っていただいて、まだよく見てないんですが、気がつい

た点だけ申し上げますと、大分改善がされているんですが、ちょっと気になりました点は、

指標の改善はよくなっているんですが、予算との関連づけというので、ほとんど内数にな

っているんですよね。それで、業績指標ですから切り方が細かいので予算と対応づけが難

しい……、難しいことはないと思うんですけど、作業が大変だということだと思うんです

が、国民が見る場合に、やっぱりこれはちょっと不親切ではないかという気がします。と

りわけ税制あたりに、スーパー中枢港湾等は、今さっと見ると、特例措置の減資額が幾ら

あるというところまで丁寧に書いているところもある一方、措置が適用があるというだけ

のところがあったりして、予算との関連づけで精粗がかなりあって、今後に向けてもう少

し頑張っていただければという気がとりわけしました。 

 それと、外部要因の書き方も同じ局の中でもかなりばらつきがあるような気がしていま

して、細かいところで、実はきのうバッと来たものですからよく見てないんですが、とり

あえずそういうところが大枠で気になりましたので、今後の改善に向けてご努力をいただ

ければと思いました。 

 以上です。 

【金本座長】  何か事務局のほうからコメント……。 

【増田企画専門官】  実は山本先生から前から予算との関連のところが問題だよと、特

に内数は何とかならないかという話はあったんですが、実際上、先ほど言いました、なか

なか細かいところを切り出すというのが難しいというのがありまして、そこまで今のとこ

ろ、作業を各局にお願いするのは、ちょっとしんどいかなと思っているところです。例え

ば先ほど「効率性」「有効性」という話をいたしましたが、このチェックアップについて、

まず最初に確認しなきゃいけないのは、やはり「有効性」の部分なのかなと思っておりま

す。予算の関係等は「効率性」の部分にかかるところなんですが、今のところ、そこまで

のレベルに、ここの評価書のレベルを上げるについては、省内の少し長い目での、それか

らもう少し大きな議論をしないと次へ進めないかなと、今思っているところでございます。

我々としては、まず予算について、あるいは税制について数値的な情報をしっかりみんな

書いてくださいというところまで、まず１回レベルを上げようと。その後、できればもう
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少し切り出して書けないかというのを依頼していくしかないのかなと思っております。 

 あと、外部要因につきましては、非常にばらつきがあるというのが実際のところで、我々

としても、外部要因に何も書いてない担当に、「外部要因を書いてないけど、いいか。」 

というあたりを促すのがせいぜいでございまして、外部要因をどうしていくかというのは、

課題として今後考えたいと思っております。 

【金本座長】  そのほか何かございますか。森田委員、どうぞ。 

【森田委員】  ちょうど今と関連しますので。平成２０年度予算から予算体系が政策体

系に基本的に合わすという大きな変更が行われ、国交省さんでは、それに合わせて１９年

度、これの前の年ですかね、のときに大きく政策体系を、それも踏まえて直されたと記憶

しています。それの目的は、要はＰＤＣＡサイクルをちゃんとつなげようよということな

ので、今、山本先生がおっしゃったところの予算と、その政策の評価というものは、これ

はやはりぜひ何とかつなげていただくということが必要なんじゃないかなと思います。 

 そこで１つ、ご質問としては、１９年度は２０年度の新体系の予算編成に合わせて前の

年度を組みかえて見られたということで、ある意味、新予算体系での政策チェックアップ

は、この年度が第１期かなと思うわけなんですけれども、そういう意味で予算体系を組み

かえられたことが、今の内数にしろ何にしろ、こういうところを事業別にというか、施策

目標別に書いていただく上において、どう効果があったのか、あるいはあんまり効果がな

かったのか、そのあたりがちょっとお聞きしたいなということです。 

 それから、私も今朝からばらばらと見ていた程度で細かい具体的な指摘がちょっとでき

ないんですけれども、金額表示については、読めば兆円の億円から、ものによっては１,

０００円単位、１００万単位まで金額がばらつきがあるので、これは致し方ないのかなと

思うんですけれども、ちょっと何か書き方のルールとかですね。金額欄は、できれば所定

の場所に枠で書いていただいたほうが、文章の中というのは非常に見にくいかなというこ

と。 

 それから、減収の部分については、確かに細かく書いていただいて、これは非常にいい

情報かなと思うんですけれども、もう少しさらに細かく言うと、税の減免というのかな、

免税というか、税金がパーマネント・ディファレンスでなくなってしまう減収と、それか

ら減価償却なんかを少し早くやるという関係で、課税時期が変わるのみで、全体としては

変わらないよというのでは、単年度予算の間では大きな違いはないんですけれども、施策

の投資額という意味ではちょっと違うのかな。だから、そこは何らかの区別ができればい
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いんじゃないかなと思います。 

 それから、それ以外にも、ある一定の年限の累積投資でもって何か効果を上げるという

やつと、今年度使ったのでボンと上げるというものでは、金額対効果というのを見る場合

に、中には３年とか４年とかの毎年の予算額を書いていただいているやつがあるんですけ

れども、施策ごとには、累積額が意味があるものは３年分とか、４年分とか、そういうよ

うなことを書いて、その合計でどうだったのかということを書いていただけるといいのか

なと思いました。 

 それから、全然違う観点で、これをここにどう反映さすのかというのは、いろいろお考

えがあるし、私も必ずしもとは思わないんですけれども、例えば財務省が行われた予算執

行調査で国交省さんも４つか５つか何か多分上がっていて、先ほどのご説明のやつも１つ

ぐらい何か当たっていたような気がしたんですけれども、あそこでの指摘みたいなものを

何らか、タイミングの問題もあると思うんですけど、どういうふうに反論するのか、反映

するのか、よくわからないですけれども、ちょっと考慮されるということも必要なんじゃ

ないかな。そういう意味では、例えば検査院の指摘がこの施策に絡むものについても、何

らかそういうものの情報も活用されるといったことも今後検討されてはいかがかなと思い

ます。 

【金本座長】  幾つかの御指摘がありますが……。 

【増田企画専門官】  ありがとうございます。 

 まず、最初の予算・決算と政策評価の連携について効果はどうだったかという話なんで

すけれども、実は昨年度のチェックアップ、１９年度の評価書から対応という形になって

おります。その関係で指標がいっぱい増えちゃったというところはございますけれども、

基本的に連携しているのは、今、インデックスが４６ついていますけれども、この施策目

標ごとに予算の項と対応しているという形になります。ですから、向こうサイドから見る

と見やすいんですけれども、個々の業績指標から見るとちょっと見にくいということにな

ってしまいまして、あるいは施策目標ごとに効率性、予算関係は見たほうがいいのかもし

れないんですけれども、そういう視点から考え直す必要もあるかと思いますけど、現在の

ところはそういう感じでございます。効果という意味では、なかなかいわく言いがたいと

ころがありますが、一応整理はされておりますので、会計課等におきまして予算の項目は

こうと、増減はこうと、それに対応する政策評価結果はこうと対照はできるようになって

いるということになります。 
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 それから、記述は億円から数十万円の予算までいろいろあって、そこは不釣り合いがあ

るんですが、どれも１つ１つの事務事業なので、ちょっとそこの調整は難しいと思ってお

ります。見せ方としてあまりうまく整理されていない分については精査したいと思ってい

るんですが、様式等のところで配慮していきたいと思っております。 

 あとは、ご示唆いただきました点につきましては、税の性質について区別することにつ

きましては今後検討させていただきたいと思っております。予算執行調査との関係は、ま

だ今は全然検討してないんですが、実際には当然、この評価書を書く原課については、み

ずからの問題として考えておりますので、そういったところをどうですかというような投

げかけをもって評価書に反映できるものはしていきたいと思っています。 

 ありがとうございました。 

【金本座長】  そのほか何かございますでしょうか。上山委員、どうぞ。 

【上山委員】  私も、ちょっと分厚くて、細かいところはとても見れてないんですが、

分厚いほうはざっと見て、さっきのご説明も非常にわかりやすかったので、個々のシート

の精度は多分上がっていると思うんですね。相当、原課のおしりをたたいて頑張られたん

だろうなという痕跡があちこちにあって、まずそれに敬意を表したいと思います。ご苦労

さまでした。 

 ただ、国交省としては、この成果を外へ説明していかなくてはいけない。場合によって

は政権交代だとか、いろいろな変動期の中で政策評価をちゃんとやっているということを、

まず外に理解していただかなくちゃいけない。それから、継続してきた結果、経年変化で

こういうことが見えますというのをわかりやすく、かつ本質を突いた説明をする必要があ

ると思うんですね。そういう意味で言うと、今日いただいた資料は、まだ総論部分の文章

が書かれておらず資料１－２しかない段階ですが、これをどうプレゼンテーションするか

は結構難題ですね。 

 平成１８年度の時点では、Ａ、Ｂ、Ｃという３区分と、それから１、２、３という３つ

の評価の３×３のマトリックスでやってみようということになった。それで実際やってみ

て結構いいところに落ちついたんですけれども、その後、指標の数が激増してしまった。

ほぼ倍になってしまっている。それで、率直に言って、このＡ、Ｂ、Ｃと１、２、３とい

う掛け算の手法自体が非常に切れ味がなくなってしまった。幸いにして、比率で見ると、

Ａ、Ｂ、Ｃの比率というのは、結果論ですけれども、１８年度はＡが６４.２が１９年度は

６６.２に上がり、さらに６８.６と、なかなかよい。それからＢも減っていたりして、よ
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く仕事やっているじゃないかとはなるんだけれども、実数が実際、これ、母数が激増して

いるので、Ａ、Ｂ、Ｃの比率の変化というのは実は統計的にはあまり意味がない。 

 指標の数で見るとＡ－２が非常に増えている。これがまた問題だし、それから、Ｃとい

うものが５３件もある。２８７のうち５３が実は判断できないという領域に入っていると、

データとして、そもそも使えなくなってきている。ここにあるのは事実だし、それから指

標の数が増えてしまった経緯もわかる。むしろ精度のレベルを上げようと思ってやってい

ったら、こうなってしまったということではあるんだけれども、非常に説明しにくい。 

 それでどうするか、いろいろなことを考える必要がある。１つの案は、Ｃというカテゴ

リーを、この際、抜本的に別枠に持っていったらどうか。つまり、基本は５年に１回しか

データをとれないものが多くてデータをとれないんだったら、そもそも参考値か何かにし

てしまって、５３件はどこかに引っ越す。時々、その成果が出たときだけ５年にプラスア

ルファで何か評価をするというふうにするとか、あるいは、単にＡとＢという２種類、Ａ、

Ｂ、Ｃにして、Ｃでデータをとれないものは何か別の枠のＮ／Ａ（ノット・アプリカブル）

か、あるいは何か参考指標としてただ置いておくとか。あるいは今年はお休みのポストを

つくっておく。指標の数が１５１でも多くて３００近くになってきちゃうと、全体を眺め

る方法がなくなってしまった感じがする。文章で過去の経緯といきさつを説明し、かつ、

全体的にはこうなっておりますということは書かれる。しかし、これは非常に基本的な表

なので、推移を今年どう説明するか。それから、そもそも来年以降もこういうシステムを

維持するのかはよく考える必要がある。 

 指標の絶対数が私はやっぱり多いと思う。１００を切るのが理想だと思うし、当初の１

５１でも多い。世界各国を見ると、毎年やっていくと指標の数は減っていく。まじめにや

ると増えちゃうというところが日本の構造的問題で、国交省の問題ではないんだけれども、

どうするのか。その辺の洞察と外への説明の準備と対応の準備というのは結構大変。まあ、

問題提起の域を超えませんが、感想でした。 

【金本座長】  何かあれば。 

【増田企画専門官】  なかなかお答えしにくいんですけれども、担当者の本音というこ

とで、ちょっとお聞きいただきますと、確かに指標の数は頭の痛いところでございます。

ただ、予算との連携というところで、まず指標を増やすという判断がなされてこうなって

しまったわけです。もともと国土交通省の政策評価の仕組みというのは、マネジメントを

していこうというものです。幹部の方が国土交通省の政策を決めていくに当たって現状こ
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うですよというのが把握できるような、そのツールとしてやっていこうといった仕組みだ

ったのが、途中で予算との連携や、いろいろな要素が入ってきまして、おかしくなってき

たというところもあります。二兎を追えないという部分もありますので、どこかで整理を

しなくてはいけないなというところはございまして、まだまだ内部の検討にとどまります

けれども、先ほど政策統括官からお話いたしました、平成２２・２３年度に行政行動の改

革のレビューを５年ぶりにやります。その中で前回よりも政策評価の見直しみたいな部分

を中に入れて、これまで１０年弱の国土交通省の政策評価のあり方について再検討する機

会を設けるべきかなとは考えております。そういう機会でないと、なかなか見直しできな

いなというのが本音でございます。 

【金本座長】  そろそろ予定の時間ですが、そのほか何かございますでしょうか。田辺

先生、よろしゅうございますか。はい。 

 それでは、次の議題に入りたいと思います。議題２の「政策レビューについて」、事務局

のほうからご説明をお願いいたします。 

【丹野政策評価企画官】  政策レビューの関係については、３つの議題を用意させてい

ただいております。早速始めさせていただきたいと思います。 

 まず１点目、「平成２０年度政策レビューの結果の概要について」でございますが、資料

については資料２－１－１から束ねた部分でございますが、それと先ほどの黄色のくるみ

でございますけれども、「政策レビュー評価書」、２０年度実施分でございますが、この両

方を使いまして説明させていただきたいと思います。 

 まず１つ目でございますが、総合評価方式についてでございます。平成１７年４月に施

行されました公共事業の品質確保の促進に関する法律を踏まえ、価格と品質の双方にすぐ

れた事業者を選定するために導入した総合評価方式のより一層の活用・促進を図る目的で

実施状況等を中心に総合的に点検したものでございます。前々回、１１月になります第１

８回の評価会では、技術評価点によって決まった率など、総合評価方式がどれぐらい入札

結果に影響を及ぼしたか、それから、継続的に評価していく仕組みが重要ではないか、発

注者側のいわゆる仕様書に基づかず、企業側から自由に工法等を提案し、それに基づき競

争する形に発展させる等も考えられること、既存の入札制度自体の有効性、どの程度パフ

ォーマンスを上げることができるか等も評価すべきではないかというようなご意見が出さ

れたところでございます。 

 まず第１点目の指摘に対する対応でございますが、概要版、資料２－１－２のところで
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ございますけれども、１ページ目の最上部に図をお示ししましたように、その後、本年１

月までの工事を対象に分析を行いました。その結果、今度、本文のほうに移らせていただ

きますが、本文のほうの１６ページに棒グラフがたくさん並んでございますが、技術点で

逆転した工事件数の割合を１７、１８、１９年度ということで並べている図でございます。

年を経るごとに増加しているということがわかります。また、先ほどの概要版の１ページ

に戻りますが、それ以外に品質に関する指標としまして工事成績評定を取り上げて分析し

ました結果、技術点の得点率が高いほど成績、すなわち品質と言っていいと思いますが、

よくなっているという、そういう面で総合評価方式の導入が品質面にもよい影響を与えて

いるということが結果として得られております。 

 ２番目のご指摘、継続的に評価する仕組みにつきましては、本文のほうは３１ページに

なりますが、引き続き総合評価方式の改善を図るために、今後も総合評価方式の実施状況

について年次レポートとして分析結果を公表することとしております。 

 ３番目の自由に工法等を提案する形の発注形式につきましては、これも本文のほうだけ

なんですが、１３ページのところに図を示しております。これは全体の総合評価方式の中

でどの形式を選択するかという図でございますが、その中の一番右側のところに高度技術

提案型というのを選択する方式があります。この高度技術提案型の一部が、まさに予定価

を最初に決めないで自由に提案いただいた後、その結果に基づいて予定価を策定するとい

うような形式で、こういう形式についても、総合評価方式の活用の検討の中で新しく生み

出して、実施例としてはまだ数例でございますが、活用し始めたというところでございま

す。 

 結果のまとめでございますが、概要の２ページ目のところでございますけれども、最終

的には、総合評価方式については９９％を超える工事に適用されて、品質向上等にも一定

の効果が現れております。残された課題については、主として関係者からのアンケート調

査の結果から得られました、ここに書いてありますような５つの課題につきまして、それ

ぞれ右側に書いてありますような改善方策を検討しており、一部できるところから進めて

いるという状況でございます。 

 以上が総合評価方式です。 

 続きまして、まちづくりに関する総合的な支援措置について、資料２－１－３でござい

ますけれども、全国の都市再生の一層の推進を図るため、平成１６年度に創設したまちづ

くり交付金事業が５年を経過し、最初に開始した地区が完了を迎え、個々の地区ごとに事
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後評価を実施した結果等を踏まえて、まちづくり交付金について総合的に評価・検証する

ものでございます。１８回評価会におきましては、分析に必要なまちづくりエリア、内外

でのデータの入手等に地図情報等を活用することによって正確なまちづくり事業の効果の

検証ができないのか、また、交付金は他の施策と比較してどうなのか、プロセス、選定方

式等はフェアなのか、透明性、スピード等も検討できないか。それから、３番目としまし

て、まちづくり交付金事業自体が事業ごとのチェックではなくて全体として効果等を評価

することで開始されたが、全体として有効かどうかの評価の仕組みが確立されているかど

うかというようなご指摘がございました。 

 まず１点目の対象地区内外での詳細なデータに基づく施策の効果把握につきましては、

これはケーススタディになりますが、本文の２３ページ、２４ページ等を見ていただけれ

ばと思いますが、このあたりで各地区、少し深くケーススタディの結果について報告させ

ていただいておりますけれども、その中の富山市中心市街地地区、並びに松山中心地区等

において分析した結果が出ております。地区内の公示地価の上昇や歩行者数の増加、ある

いは路面電車乗降客数、自転車・歩行者の数など、個別の具体的なデータの点で、市内の

他の地区と比較して、まちづくり対象地区について変化がある、効果があるということが

確認されてございます。 

 それから、２点目、交付金と他の方法との比較でございますが、これにつきましては、

例えば本文３７ページを開いていただければと思いますが、完了地区での市町村担当者ア

ンケートの中で、具体的に個別の補助事業を複数活用する場合に比べて、事業間の国費の

調整や計画的な予算の確保ができたなどということで、他の事業と比べて効果が確認でき

ているという結果になっております。 

 それから、事業全体の有効性につきましては、この事業導入時にニューパブリック・マ

ネジメントの考え方に基づいて、各地区ごとに事業評価を行う仕組みが取り込まれており

ます。この結果、本文は２０ページあたりになりますけれども、事前に設定しましたまち

づくりの指標の達成状況について分析した結果でございますが、伸び率１.０４から２.０

４というようなことで、アウトカム指標につきまして総じて良好に伸びているということ。

それから、例えば本文５０ページ以降とかでございますが、今後も別の地区等にも活用し

たいというような回答が大半を占めていたことから、制度そのものについて市町村等で一

定の評価が得られたものと考えられております。 

 まとめでございますが、概要版の１ページ目のほうに戻りますけれども、評価のまとめ
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として、地域の実情に応じた総合的なまちづくりが可能、市町村のニーズに高い事業であ

ることから、今後の課題としては２ページ目の左側に、例えば下から２番目、事業費やノ

ウハウが不足する地区がある、それが導入のネックになっているというようなことがあり

ますので、それらに対する財政的な支援やノウハウ等に対する支援等、右側に書いてある

今後の対応を進めていきたいという取りまとめになっております。 

 ３番目でございますが、「小笠原諸島振興開発のあり方」についてでございますが、これ

は１７回、１８回の２回にわたりましてご指導を受け、その結果を踏まえて、かつ小笠原

諸島振興開発審議会の委員会も兼ねていらっしゃいます工藤委員等にも直接指導いただい

て取りまとめたものでございます。１８回の評価会では、帰島者に対する税制等の帰島促

進のための施策の効果の把握をしてほしい。それから、費用対効果のような効率性、ある

いは費用そのものについての分析が必要ではないか。あるいは、今後、事業・施策等がう

まく続いていくかの観点での検討が必要というような指摘をいただきました。 

 このうち、帰島の促進については、本文のほうは７７ページになりますが、旧島民荷物

輸送費補助の実績等については挙がっておりませんが、一方で帰島への意向はあるものの、

さまざまな要因から帰島が実現しない島民もいまだに多く見られることから、これらの旧

島民の帰島に向けた環境づくりについて引き続き整備することを課題ということで整理し

ております。 

 また、費用対効果分析の面でございますが、実施しました事業経費等については、事業

分野ごとに内訳等を、例えば１８ページのように示しております。また、それぞれの施策

分野ごとに評価の視点を明示し、個別に評価を実施するとともに、それらの結果につきま

しては、本文の７９ページ目以降のところに総合的な評価を実施、例えば生活の改善など

の効果が確認されたことを述べた上で、今後の振興開発の課題、方向性について取りまと

めております。同じものが概要版の２ページ目にも載せておりまして、主な課題といたし

ましては、本土との交通アクセスの改善、社会環境の変化による新しいインフラ整備とし

て東南海・南海地震に対する津波対策等々の点を挙げ、今後の対応方策についても、それ

ぞれ右側に整理させていただいたところでございます。 

 それから、４つ目のテーマでございます「次世代航空保安システムの構築」でございま

す。これは平成６年の航空審議会諮問２３号答申により、運輸多目的衛星ＭＴＳＡＴとい

うことでございますが、これを中核とした次世代航空保安システムの導入を進め、平成１

９年度までにＭＴＳＡＴの２機体制が整い、洋上航空管制システム及び衛星航法サービス
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を開始したところでございます。この航空衛星システムの導入をはじめとする新たな航空

交通管理の導入、広域航法（ＲＮＡＶ）の導入等に代表される各施策を進めてきたところ

でございまして、これらについて今後の施策に生かす目的で実施したものでございます。 

 １８回評価会では、この航空保安システムに使用している技術と国内の関係技術開発と

の関係等について、それから、単純に国内の整備が着実に行われたことを評価するのでは

なくて、海外で使用されているシステムとのパフォーマンス比較等を実施すべき、あるい

は衛星に関する評価を活用した指標の精度、中間段階がどうなっているのか、つまり、具

体的に違うタイプの衛星を使う等のシステムではどうだったかというような代替案との比

較等について検討するようにということを指摘いただきました。 

 １番目の国内企業との技術開発に係る協力でございますが、これは直接、政策評価の対

象とは離れておりますけれども、ＩＣＡＯ等で定める基本的な管制ルールのもと、具体的

なシステムについて独立行政法人電子航法研究所等が中心となって、国内ＩＴ企業各社と

進めるとともに、使用する管制機器についても、ＮＥＣ、三菱電機、ＮＴＴデータ等、国

内企業が製造したシステムが多数活用されているという報告を受けております。 

 それから、２番目の海外のシステムとの比較でございますが、一般的な事実としまして

は、定時性につきましては諸外国と比べまして格段にすぐれた実績を残しております。ま

た、航空保安システムの効率化についてでございますが、これについては本文４５ページ

で管制官一人当たりの飛行回数の推移において日本では３９３回ということになっており

ますが、さらに多い国もあり、単純比較はできませんが、空域の制限・制約、あるいは機

器・機材等の構成を考慮すると、他国に比べましても業務効率化が遜色なく行われている

という評価をいたしております。 

 それから、３番目のＭＴＳＡＴ２機体制の評価についても、直接、他の航空衛星システ

ムとの比較はできておりませんが、今後、ＲＮＰ－ＡＲ進入方式など、最短経路化、就航

率の向上に資する管制システムの構築のために欠かせないものと考えられ、例えば本文で

すと３６ページに経路の短縮の効果について挙げておりますが、ＲＮＡＶ化の推進により

０.２５％の経路短縮が図られ、３８ページでは北米路線において希望高度を飛行した航空

機の数の推移で、衛星通信サービスの開始により、縦間隔が１２０海里から５０海里に短

縮できたことにより希望高度取得率が高まるなど、実際の効果も確認されているところで

ございます。 

 概要版の２ページ目に戻りますが、評価軸として設けました６つの政策目的ごとに評価
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状況を左側に示させていただいておりますが、施策への反映といたしましては、１番目の

さらなるヒューマンエラー対策として滑走路状況表示システム等の導入が必要、３番目、

ＲＮＡＶ（広域航法）採用による就航率向上や定時性確保に資するＭＴＳＡＴ衛星航法補

強システムの性能向上を図るなどの反映の方法を取りまとめております。 

 以上が４点の報告でございます。 

 続きまして、今後の政策レビューのテーマ案でございますが、資料２－２でございます

けれども、近ごろ省内で取りまとめ、内定しました結果を報告させていただきます。資料

２－２のとおり、平成２５年度に新たに５つのテーマを実施することになりました。 

 １つ目、「社会資本ストックの戦略的維持管理」でございますが、これは高度成長期に急

速に整備した道路、河川、港湾等の社会ストックが今後大量に維持更新をする必要がある

ことから、予防保全の考え方を取り入れるなど戦略的に維持管理を行う計画を各施設ごと

に採用しており、それらの進展について政策評価を行うものです。 

 ２番目、「不動産市場の条件整備」でございますが、これは実は２２年度実施予定でござ

いましたが、ご存じのように世界同時不況等、急激に不動産流通市場も冷え込んでいるな

ど、来年度、そのままでは適切な施策の評価が実施困難と考え、２５年度に移すものでご

ざいます。 

 ３番目、「離島地域における振興開発」でございますが、これは対象を広げ、離島振興法

の対象の地域ということで、それについての振興開発事業について評価するものでござい

ます。 

 ４番目、「バス・タクシーに関する施策」でございますが、これも２２年度実施予定でご

ざいましたが、経済情勢の急激な変化、並びに今国会でも特定地域における一般乗用旅客

自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等が制定されるなど、さらに総合

的な観点から施策が推進されており、改めてそれらの状況について２５年度で評価するこ

ととしました。 

 ５番目、「地理空間情報の整備、提供、活用」でございますが、これは国土地理院が実施

しておりますＧＰＳとか電子基準点測量などの調査研究から電子国土、さらには幅広い地

理情報の応用と、そういうような基本測量に関する長期計画に基づいて実施している内容

について、ちょうど中間年に当たります２５年に中間的な評価をし、後半の進め方を検討

するものということで、以上５点を新しく加えたところでございます。 

 それから、３番目の議題でございますが、重要対象分野については、先ほど統括官から
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あいさつをさせていただきましたように、先ごろ、いわゆる骨太の方針２００９の中に重

要対象分野として、すみません、これは資料２－３－１にありますが、資料の説明は簡単

にさせていただきますけれども、「地震対策及び医師確保対策の政策評価を推進する」とい

うことがうたわれて、それへの対応ということで、急遽、中間的に今年度取りまとめる計

画ということで、今後取りまとめ作業を行う内容について、住宅局のご担当より説明をさ

せていただきたいと思います。 

 杉藤室長、お願いいたします。 

【杉藤室長】  住宅局の建築物防災対策室の杉藤と申します。それでは、資料２－３－

２に基づきまして、中間、２カ年であるうちの今年の分、中間まとめの実施方針につきま

してご説明をさせていただきます。 

 ２ページ目を開いていただきますと、現在、耐震改修目標というのを耐震改修促進法に

基づきまして定めておるわけでございますけれども、目標の設定から５年、計画期間の半

分が経過するというふうにうたってございます。これは２カ年の評価が終わる年度の２２

年度が、平成２７年までに耐震化率を９０％にすると、後ほど出てまいりますような目標

を立てておりまして、この折り返し点に当たってくるということから、今回、このインセ

ンティブ構造の究明を軸に評価を実施するということでございます。 

 評価の視点につきましては、その下の①から⑤に掲げてあるような項目でございまして、

次のページ以降にもう少し詳しい説明がございます。３ページをお願いいたします。 

 ５項目のうちの、まず第１番目、「建築物の耐震化に関する必要性及び効果」ということ

につきましては、過去の地震被害や中央防災会議の被害想定等の検証によりまして、耐震

化の必要性と効果を確認をいたしたいと思います。 

 それから、②の「目標の達成状況」でございますけれども、住宅・土地統計調査、これ

は来年の春には確定報が出るかと思いますが、こういったものなどを中心にしまして耐震

化率の推計等を行います。 

 それから、③といたしまして、「耐震化促進のための施策の効果」ということで、地方公

共団体の補助制度などの創設の状況でございますとか、耐震化の実績を把握・分析するこ

とによりまして耐震化推進の施策の効果を検証する。 

 特に、この政策評価を重点的に実施する大きな意義として、この④ですね、「耐震化のイ

ンセンティブ構造」というものがあろうかと思います。既往調査とか、あるいは現在、国

土交通省のほうで行っております行政モニター制度というのがございまして、こういった
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もの等を活用いたしまして、法律とか、基本方針とか、補助制度といったものはあるわけ

でございますが、国の仕事としてそういったものをつくっておしまいということではなく

て、こういったものが、例えば世帯主の年齢とか、住宅の所有関係等の別に応じて、耐震

化の正しいインセンティブになっているのかといったことにつきまして少し突っ込んだ分

析をする必要があるのかなと。 

 それから、⑤といたしまして、「耐震技術の開発及び普及の動向」ということで、これも

関係機関のヒアリング等によりまして、さまざまな耐震技術の開発・普及の状況を整理す

ると考えてございます。 

 以下、この５項目について、もう少し詳しくご説明します。４ページ目は、これは耐震

化の必要性ということで、阪神・淡路大震災でお亡くなりになられた約６,４００名のうち

検死により死因の詳細が判明している分で、このうち、特に右側の表を見ていただきます

と、５時４６分に地震が発生しまして、６時までに亡くなった方が８割ということで、お

そらく家屋の倒壊等による方が多いということでございます。 

 ５ページでございますが、建築物の耐震基準については、昭和５６年にいわゆる新耐震

基準というのを導入いたしまして、この前後で大きな差がございます。阪神・淡路大震災

の分析によりましても、この新耐震基準前後で被害の状況というのはこれだけ大きく差異

がございまして、現在、新耐震基準並みというものにストックを改修するという耐震改修

目標を設定しているわけでございます。 

 ６ページでございますが、これは地震の切迫性ということで、申し上げるまでもござい

ませんけれども、左側の海溝型地震で言いますと、東海地震、あるいは東南海・南海地震、

こういったものが非常に切迫をしているということでございます。それから、宮城県沖地

震に至っては３０年内に９９％発生するとか、それから、右側には、最近、活断層の問題

がよく報道でもされておりますが、各地での主要断層における地震発生確率、こういった

ものが現在、関係省庁、出典は右下にございます文部科学省の地震調査研究推進本部でご

ざいますが、こういった調査の進展によりまして、切迫性というのがどんどん明らかにな

っているということでございます。 

 ７ページでございますけれども、これは中央防災会議の被害想定でございますけれども、

ご案内のとおり、東海地震や東南海・南海地震におきまして、１０年間で死者数を半減さ

せるという減災目標というのを立てております。こういったものの中で特に大きく効果が

あるのが、内側の円グラフの赤いところが住宅の耐震化で減災目標が達成される寄与度を
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示しておりますけれども、いずれも住宅等の耐震化というのが減災目標達成に大きな効果

があるということでございます。 

 次に、さっき①から⑤まであった②の耐震化に関する目標につきましてでございますけ

れども、これは現在の耐震改修促進法に基づく耐震化率の目標でございますけれども、平

成１５年時点での推計値で住宅・非住宅とも耐震化率が約７５％と推計しておりまして、

これを平成２７年までに９割に上げるというのが目標でございます。先般４月に中央防災

会議におきまして地震防災戦略のフォローアップというので、下のほうにございますが、

現時点での進捗率は約７９％と推計されておりまして、トレンドよりも若干落ちるぐらい

でございますが、現下の経済情勢等もございますので、これは相当頑張らないと目標に届

かないのではないかということで、政策の精度を上げる必要があると考えております。 

 ９ページでございますけれども、③の施策の推進状況についてでございますが、耐震改

修促進法というのがございまして、５６年の新耐震基準に合わない建物、これは直ちに改

修する法的義務はございません。既存不適格建築物といいまして、とりあえず直ちに改修

は必要ないのですが、これをできる限り促進していただくということで、阪神・淡路大震

災の後に耐震改修促進法というのができまして、特に多数の者が利用するような建物につ

きましては、この表にございますような指導・助言、指示・公表といった制度がございま

す。こういったことをするとともに、補助あるいは税制等の支援措置を行うことによって

耐震改修を促進するというスキームになってございます。 

 １０ページでございますけれども、今回の２１年度補正予算におきまして、耐震改修の

補助制度につきましては充実を図りまして、基本的に国と地方で耐震改修工事費の２３％

に対して補助をすると。これは戸建て住宅やマンションも含めてということでございます

が、というのが原則的な制度になってございます。このほか、緊急輸送道路等をふさぐと

いうものにつきましては必要に応じて公共事業並みの補助率が適用されると、こういった

ことになってございます。 

 それから、１１ページは税でございまして、やはり一番大きいのは一戸建て住宅の耐震

化を促進しなければいけないということでございますけれども、投資型のリフォーム税制

というのが昨年度、５年間延長になりまして、左側の所得税の欄にございますとおり、２

０万を上限として耐震改修に要した費用の１０％を税額控除するという制度がございます。

したがいまして、一戸建て住宅で、直観的に言いますと、耐震改修というのは１５０万か

ら２００万ぐらいかかる。このうち、補助金が２３％、それから税が２０万円まかるとす
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ると、非常に粗く言うと大体３分の１ぐらい、現在、公共的な助成が入ると。これは自治

体がいろいろな制度を整備していればという前提でございますけれども、ということにな

っておりまして、これがインセンティブとしてどうなのかといったことにつきまして検討

する必要があるかと思います。 

 １２ページでございますけれども、特に下の欄を見ていただきますと、国の補助制度は、

地方公共団体が民間に対して補助をする場合に国も合わせて補助をするというような制度

になっておりまして、そういう意味で自治体の補助制度がないと適用が受けられないとい

うことになっています。特に戸建て住宅を見ていただきますと、現在６８％が耐震診断の

補助の制度を持っております。４７.６％が改修まで補助をするということで、括弧内は１

年前の数字でございまして、私ども、全国に再三お願いをして、だんだん上がってきては

おるんですが、まだここに漏れているところでは、この補助の制度が使えないという状況

にございます。 

 １３ページは、これまでの耐震診断・改修、それから税制の実績でございます。 

 １４ページ以降でございますが、特に評価でも重要なインセンティブ構造ということで、

これはこれからどんどん調査を深堀りしてまいりたいと思っておりますが、現時点で入手

しているもので、簡単に言いますと、この下のグラフにございますように、耐震性不足と

わかっていても、お金がかかる等の理由で特に対策をとるつもりがない方が約２４％とか、

こういった現状がございます。 

 １５ページにもございますけれども、なぜ耐震診断や改修をしないのかということで、

お金がかかるから、必要性が実感できない、あるいは信頼できる相談相手がいないとか、

こういったものが散見されておりまして、こういった意識構造につきまして詳細に実施し

て、どうやったら同じ費用でも効率よく耐震化のインセンティブができるのか。こういっ

たことを調査してまいりたいと思っております。 

 １６ページでございますが、耐震改修の技術でございますけれども、いろいろな技術が

ございます。大きく言うと５通りぐらいございまして、左上の４つにあるように柱や梁を

炭素繊維などで巻いて補強する。それから、その下にございますように耐震壁を増やす。

それから、右上にございますように、耐震壁ではなくてブレースを増やす。それから、そ

の右側の下、真ん中ほどにございますように、ダンパーといいまして地震エネルギーを吸

収する部材を入れる。一番下は免震ということで、ゴムを足元に入れる。こんな技術があ

るわけでございますけれども、こういったものの中で効果的で、なおかつ、特に経済負担
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が小さいような方法、こういったものの情報を周知するといったことも考えたいと思いま

す。 

 ということで、全体をまとめますと、１７ページにございますとおり、２１年度につき

ましては、既存の調査研究、関連データの整理、関係機関のヒアリング等によりまして、

今申し上げてきたようなことを、それから、国土交通省の行政モニター制度も現在アンケ

ート調査の準備をしておりまして、こういったものに基づきまして、中間評価を９月まで

に取りまとめまして、さらに２２年度には住宅・土地統計調査の結果が出ますので、こう

いったものの結果も踏まえて、最終報告書の作成につなげてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

【金本座長】  それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見ございまし

たらお願いいたします。はい、どうぞ。 

【上山委員】  今の耐震化のところなんですけど、ご説明は非常によくわかったんです

が、そもそもの評価対象が建築物の耐震化ということになってしまっている。それでやや

今さらの感もあるんですけれども、本来的な目標を考えれば、危ない建物に住んでいる人

に移転してもらえば問題解決するわけですよね。建物が主役ではなくて、人が主役という

意味で言えば、移転していただくというのが一番よい。壊してしまうというのもある。人

が住まなくなって危ない建物は壊してしまう。そうすると、問題がかなり解決するのでは

ないか。 

 それから、建て替えの促進というのが次善の策だと思うんですね。要するにもっと高度

でいいものに建てかえると。その両者ができない場合、今あるものを耐震化して延命させ

る。 

 何が言いたいかといいますと、現場の実態とか、自治体の学校の建て替えとか、いろい

ろなものを見ていると、耐震化が問題ではない。要するに災害防止をどういう手段でとれ

ばいいのかという議論が現場でされている。それらと今の議論では違和感がある。ここに

ある作業とデータは正しいと思います。災害は危ない、耐震化をしたほうがいいというの

もわかるけれども、全体として日本全国どうなっていて、ほんとうはどうしたらいいのか

という全体像がよく見えない。出発点はいいけれども、いきなり耐震化作業のところに入

っちゃって、間にある各種いろいろな、都市計画だとか、移転だとか、高度化だとか、そ

ういった施策を無視して、この話だけに入っちゃっている。そこの部分は何とかならない

でしょうか。 
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【杉藤室長】  耐震化率の算定上は、人が居住する住宅の耐震化率という形で進みます

ので、当然住まなくなったものは、政策目標としては把握できます。 

 それから、おっしゃるとおり、ソフト対策は重要だと考えておりまして、そういう意味

では住まないとか、あるいは２軒持っていたら危険な母屋には住まないとか、そういった

ことも当然、被害を低減する上では有効な施策でございますので、そういったものも現場

の対応としては、どういったものがあるのかといったことは一応射程に入れて考えてまい

りたいと思っています。 

 それから８ページの資料でご覧いただくと、耐震化率の達成の大半の部分というのは実

は建て替えによるだろうという推計になっておりまして、建て替え自体は、いろいろな要

因で推進をしてまいりますし、ちょっと言葉が漏れましたが、耐震改修の費用については

補助するということで、これは建て替えに充当してもいいことになっておりまして、ご指

摘いただきましたので、そういったものも含めまして、最終的に人間が大事という観点か

ら、あまり的外れな作業にならないように注意してまいりたいと思っております。 

【金本座長】  そのほか、ございますでしょうか。森田委員。 

【森田委員】  専門的には全然わからないので、ピント外れだったら申しわけないんで

すけれども、自治体の首長さんなり職員の方と話をすると、例えば小学校の耐震とか、結

構残っていて、補助金とか何やらで、お金の問題はまあまあ、あれですけれど、結局、技

術者が津々浦々にいないという問題が結構多いんじゃないかな。だから、今日、今、これ

をずっとご説明していただいたのも、関西人なので言葉が悪くて恐縮ですけれども、金さ

えありゃできるでしょうというトーンでいくと、今の医療問題じゃないですけれども、最

後にお医者さんがいませんでしたみたいなことになってもいかんので、そのあたりもちょ

っと総合的に見ていかれる必要があるのかなと感じます。 

【杉藤室長】  去年の秋ぐらいから、ちらほら報道にもあるようでございまして、耐震

の技術者不足というのはありまして、文科省とも情報交換をして一緒に対策をとっている

ところでございます。補強設計ができる事務所というのは１,８００ぐらい全国にございま

して、地域偏在の問題が大きいと言われていまして、文科省さんの調査によりますと、発

注が結局できなかったというのが大体５％に満たないぐらいだと去年の１２月時点では言

われていまして、その辺、地域……、やっぱりどうしても大都市に集中しているものです

から、全国的には何とか、むしろ今、不況で仕事がないような状況なんですけれども、そ

こをミスマッチしないように全県でサポートセンターというのをつくりまして技術者を融
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通していただくような仕組みとか、そういったことを取り組みをしておりまして、今度、

病院耐震なんかも始まるものですから、そういうのは関係機関と連携をして、技術者不足

がネックにならないようにというのは今一生懸命やっているところでございます。 

【金本座長】  上山委員。 

【上山委員】  黄色い本のほうは今さら議論する必要がないので、今後に向けて政策レ

ビューの基本姿勢という意味でちょっとコメントしたい。今回の航空保安システムの例を

とりますが、これは、ここで以前議論したときにも申し上げたんですけど、結局、次世代

航空保安システムの評価になっていない。日本の空は安全ですという説明になっちゃって

いる。あのときも申し上げたんですけど、本当は次世代航空保安システムをもしやらない

としたらどういうことになるのかを評価する必要があった。やった結果、技術的にこれこ

れこれこれの問題がこのように解決されて、その結果、費用対効果も大変よくてこういう

ことになるんだということをロジックを使ってちゃんと説明するべきです。あのときには

海外のシステムとの具体的な比較をやる必要があるという問題提起をしたはずです。 

 航空は結果オーライなので、あまりこの評価報告自体をあげつらうつもりはないのです

が、日本の空は安全ですということを言うのであれば、最初からテーマを航空保安システ

ムの近代化の部分に絞る必要はない。日本の航空保安状況に関する評価をむしろやればい

い。ところが、予算をかけてＡＭＳＳとかＧＮＳＳとか、こういうものを導入したことを

評価すると言われるわりには、それについての説明が全然ない。日本の航空保安システム

自体の客観的な評価のレポートにはなっているんだけれども、本来のこのプログラムとい

うか、投資に関する評価にはなっていないのです。 

 今後のテーマについても、例えば総合物流施策大綱とか、結構具体的に一定の期間に一

定のお金を入れて内容が具体化できるようなものがいっぱいあると思うんですね。あるい

は、技術的なある種の手法を入れることの評価。そういうものについは、ちゃんとピンポ

イントして、もしそれをしなかったらどうなのか、あるいは、その技術を入れたことが妥

当だったのかどうかを海外などと比べて評価しないと。今回のなんかは結果的にとてもい

いですと言われても、それは航空会社が頑張っているだけじゃないかという話になってし

まう。評価の対象は、はっきりピンポイントして作業を始めないといけない。 

【金本座長】  その関係で、私のほうも、これ、住調のデータがとれないのでどうこう

という話を前から聞いておるんですが、若干不思議なのが、この補助制度と税制の効果が

どれぐらいあるのかと、あったのかと。それで十分なのか、不十分なのか。不十分だと、
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それはどうかというのが一番のポイントだと思うんですが、補助が受けられる市町村の割

合しかなくて、何にもないみたいだと、これはどんなことかなという疑問なんですが。 

【杉藤室長】  その辺を補助制度の有無による耐震化率の違いとか……。 

【金本座長】  それより、もっと補助制度で、どの市町村で何件耐震化されたかという

データが基本だと思うんですよね。 

【杉藤室長】  現時点で、まだ持ち合わせておりません。そういったことも含めまして、

そういったものをもう少しミクロに分析しないとですね。それから、実は今日ご説明した

のは、今年度の補正予算でようやくここまで来まして、当初、耐震の補助というのは私有

財産に対する補助であるということで非常に低い補助率でずっと推移しておりまして、そ

れがやっとここまで熱くなってきたということがございますので、その辺の効果がどこで

インセンティブがきいたのかというのは作業しないとわからないという問題意識がござい

ますので、ぜひその辺は作業して検討してみたいと思っております。 

【金本座長】  もともと道路のほうは補助で幾らできてどうこうというデータが全部あ

るんですが、住宅関係の補助については、公営住宅でずっと昔にびっくりしたんですけれ

ども、補助を出しているんだけれども、それで幾らどこで建っているかというデータを集

めることができてないというのを聞いたことがありますので、その辺、結構、市町村にや

らせるって難しいかもしれませんが、基本的なことかなと思いますので。 

 そのほか、何かございますでしょうか。 

【田辺委員】  こちらの「政策レビュー」のほうで、特にまちづくりに関しましては、

地域再生、それからまちづくりのほうで全体のレビューみたいなものを総務省側でやろう

かなと思っていてつぶされまして、結局、あそこの一連の中で、もう少し細かいものでど

ういう効果があったのかなというのは、やっぱり交付金等は検証しないといけないと思っ

ていましたので、それに関していい、ある種のレビューというのをやっていただきまして、

ありがとうございましたということです。 

 特に、こちらの耐震化もそうなんですけれども、事業は事業なんですけれども、補助金

等のフレームを出しておいて、ただ、それは手を挙げるところの市町村だけが扱うという

ような。そのやり方に関しても、かなりの部分、市町村にゆだねられているという仕掛け

が非常に増えてきておりますので、ある意味ではやりっぱなしではなく、それをどういう

形で使ってきたのか。使ったところは、どういうことなのか。逆に使わない市町村という

のは、どういう問題を持っているのかということを明らかにして次に結びつけていくとい
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う形のレビューというのは今後の機会も増えていくと思いますし、また、計画等の次の策

定をやる際にも非常に重要な情報になると思いますので、こういった試み、無理のない限

りにおいては積極的にやっていただければと思います。 

 以上です。 

【金本座長】  時間も大分過ぎておりますが、ほかによろしゅうございますか。 

 それでは、住宅局の方、ありがとうございました。 

（説明者退席） 

【金本座長】  次の議題で、３の「その他」について、事務局のほうからご説明をお願

いいたします。 

【増田企画専門官】  それでは、資料３、１枚紙の「政策評価のスケジュール（案）」で

簡単にご説明いたします。 

 今年度の政策評価のスケジュールでございますが、基本的には従来と同じでございます。

ただ、若干、省議の開催時期等に変更がございますが、委員の先生方におかれましては、

１１月ごろに、この次の政策評価会を予定しておりますので、また日程調整のほうをお願

いしたいと思います。 

 なお、一番上の「政策評価基本計画の改定」のところで、今回改定をいたしまして、毎

年の改定はないんですけれども、必要があれば多分３月ぐらいに開く可能性もあるという

ことで、頭の片隅に入れていただければと思います。何かご質問等ありましたら、どうぞ。 

【金本座長】  ございますでしょうか。よろしゅうございますか。それでは、ご質問も

ないようでございますので、この件については、そのようにお願いをいたします。 

 これで一応議事が終了ということでございますので、議事進行、あとは事務局のほうに

お願いいたします。 

【増田企画専門官】  貴重なご意見、ありがとうございました。今後の政策評価に生か

してまいりたいと思います。 

 また、本日の議事概要は、速やかに当室の文責で作成の上、ホームページで公表するこ

ととしております。 

 また、議事録についても先生方のご確認をいただいた上で公表することにしております

ので、よろしくお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 
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── 了 ── 

 


